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平成28年度決算（見込み）のポイント （協会会計と国の特別会計との合算ベース） 

 
収入は 9 兆 6,220 億円  
⇒ 保険料収入が大幅に増加し、前年度比 3,802億円の増加（+4.1%）となった。  

 

○ 保険料収入は3,681億円増加した。保険料を負担する被保険者の「人数（被保険者数）」が増加（+3.5%）したこと、「賃金（標準報酬月額）」が増加（+1.1%）したことが主な要因。
この結果、28年度の保険料収入の伸び率は+4.6%と、前年度を上回る伸びとなった。「賃金（標準報酬月額）」の増加については、制度改正（標準報酬月額の上限引上げ）の影響
も大きく、被保険者の賃金水準が上がったことだけが要因ではないことに留意が必要。なお、人数の伸び率+3.5％は、協会による医療保険の運営が始まった20年度以降で最も
高い伸びとなっている。 
 
○ 国庫補助等は82億円増加した。補助対象となる後期高齢者支援金等の加入者割相当額が制度改正により減少（総報酬割部分が拡大：27年度1/2→28年度2/3）したものの、
同じく補助対象となる保険給付費（総額）が増加していることが主な要因。  

支出は 9兆 1,233 億円  
⇒ 加入者の増加等により保険給付費が増加したものの、前年度比は 1,268億円の増加（+1.4%）にとどまった。 ） 

○ 支出の6割に相当する保険給付費（総額）は、1,790億円増加した。加入者が増加（+2.3%）したことが主な要因になるが、28年度の保険給付費の伸び率は +3.3%と、前年度の伸
び（+6.3%）を下回った。これは、「医療費（ 加入者1人当たり医療給付費）」について、診療報酬のマイナス改定や高額な薬剤の影響を受けた 27年度の医療費の高い伸びの反動
から伸びが鈍化（27年度:4.4%→28年度:1.1%）したことが主な要因。 
 
○ 高齢者医療にかかる拠出金等（総額）は、494億円減少（▲1.4%）した。総報酬割の拡大のほか、退職者医療制度の新規適用の終了、精算による26年度の概算納付分の戻り
など、一時的な複数の要因が重なったことによる減少である。29年度以降においては、高齢者医療費の増加などに伴い、拠出金等は再び増 加に転じるものと考えている。 
＜詳細は4ページを参照＞  

この結果、28年度 の収支差は 4,987 億円 となり、前年度比で 2,534 億円 の増加となった。  

○ 収支差が前年度比で増加（+2,534億円）した要因は、保険料収入等の収入の増加に対し、診療報酬のマイナス改定等により保険給付費の増加が小さかっ たことや、制度改
正等による一時的な拠出金等の減少といった影響が大きく、協会けんぽの赤字構造が解消されたものではない 。こうした傾向が今後も継続するものではない点については、十
分留意が必要である。なお、これらの制度改正等を踏まえながら28年度の保険料率を設定した時点（27年12月）においても、 今回の決算（見込み）のように、28年度の収支差は
一時的に増加するものと見込んでいた。  
 
○ 28年度末の準備金残高は1兆8,086億円となった。この金額は、保険給付費等に要する費用の2.6ヵ月分に相当する。 
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【主要係数の推移】 

（被保険者数や加入者数の動向）  
○ 被保険者数の推移は、22年度以降、緩やかな増加傾向が続いていたが、25年度に2%近い伸び率となったことを契機に、その後は年を追うごとに伸び率 
 の上昇が続いている。  
○ 28年度もこの傾向は続き、被保険者数は3.5%（前年度：3.2%）、加入者数は2.3%（同：2.2%）の増加となった。なお、被保険者数の伸びが加入者全体の伸び 
 を上回る傾向が続いていることから、扶養率については年々低下している。  
 
（賃金の動向）  
○ 保険料収入の基礎となる賃金（標準報酬月額）は、リーマンショック（20年秋）による景気の落込みから21～23年度にかけて大きく落ち込んだが、24年度 
 には底を打って、その後上昇に転じた。  
○ 28年度も伸び率が1.1%と前年度（0.9%）を上回ったことで4年連続の上昇となり、標準報酬月額は28.3万円と、ようやくリーマンショック前の水準（28.5万円） 
 までの回復がみえてきたものの、この1.1%は、標準報酬月額の上限の引上げ（121万円→139万円）の影響も半分程度（0.5%）は含まれており、景気の回復 
 によって被保険者の賃金水準が上がったことだけが要因ではないことに留意する必要がある。  
 
（医療費の動向）  
○ 1人当たりの医療給付費（保険給付費の9割を占める）の伸び率は、20～22年度までは2%後半～3%半ばで推移したのち、23年度以降は低下して、26年度 
 までの伸びは1%後半～2%の伸び率にとどまっていた。しかしながら、27年度は高額な薬剤が新たに保険医薬品として収載されたことから、26年度までの傾 
 向から一転して、4.4%と高い伸び率となった。  
○ 28年度は、診療報酬のマイナス改定や27年度の高い伸びの反動から伸び率は1.1%と鈍化した。  
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【拠出金等の推移】 

（これまでの推移）  
○ 拠出金等の支出は、23年度まで3兆円を下回っていたが、その後は大幅に増加して25年度には3兆4,886億円に達した。24～25年にかけての増加額は5,134億円 
 におよび、わずか2年で拠出金の負担は2割増加となった。なお、高齢者の医療費が年々増加する中、退職者医療制度の廃止、後期高齢者支援金等の総報酬割分 
 の拡大といった制度改正や精算（概算納付分の戻り）の影響により、26年度以降の2年間で合計714億円減少した。 
  
（28年度に減少した要因）  
○ 28年度の拠出金総額は、前年度から1.4%（494億円）減少して3兆3,678億円となった。制度別の増減（2ページ目）をみると、退職給付拠出金<①>が567億円減少 
 した影響が大きい。一方で、前期高齢者納付金と後期高齢者支援金は、総報酬割の拡大<②>や精算（26年度概算納付分の戻り）などの影響により、合計で72億円 
 の増加にとどまった。概算納付分と精算分の増減（下表）をみると、28年度の概算納付分は制度改正に加えて診療報酬のマイナス改定の影響から前年度対比で減少
（▲244億円）した。また、精算についてもマイナス精算分（拠出金が減る方向）が前年度対比で250億円拡大しており、これらが拠出金減少の要因となっている。 
  
○ なお、近年の拠出金等の減少は、これらの複数の一時的な要因が重なったものである。29年度の協会けんぽの拠出金等の賦課額については、下表のとおり、マイナ 
 ス精算分の影響がなくなり、一転して増加することを確認している。今後は、制度改正の影響もなくなるため、高齢者の医療費の増加等に伴い、拠出金等は年々増加し 
 ていくものと考えている。  
 制度改正等による影響：①退職者給付拠出金は、27年度から新規適用がなくなった（26年度で経過措置による新規適用終了）ため、今後、徐々に減少。 
                ②後期高齢者支援金等は、総報酬割分が27年度からの3年間で段階的に拡大。このため、27～29年度までの3年間については、総報酬割 
                 の拡大がなかった場合に比べて、実際の増加額は低減。〔 27年度 ： 1/3→ 1/2 28年度 ： 1/2→ 2/3 29年度 ： 2/3→ 3/3 〕  
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【単年度収支差と準備金残高等の推移】（協会会計と国の特別会計との合算ベース） 
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＜参考１＞協会の28年度決算報告書（介護保険分を含む）の概要 
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＜参考２＞合算ベースの収支（協会会計と国の特別会計との合算）と協会決算との相違（27年度医療分） 
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（単位：億円） 


